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厚生・産業常任委員会 

 

１ 開催日時   平成 30年３月 14日（水） 10時 00分～13 時 18分 

 

２ 開催場所   第四委員会室 

 

３ 説 明 員  健康医療福祉部長、病院事業庁長、商工観光労働部長および関係職員 

 

４ 議事の概要 

【健康医療福祉部】 

１ 付託案件 

（１） 議第 54 号 平成 29 年度滋賀県一般会計補正予算（第 10 号）のうち健康医療福祉部

所管分について 

    委員からは、地域介護総合確保事業費は、実績が見込みを大幅に下回って減額をさ 

れていることから、地域包括ケアシステムは第６期の実績を総括するとともに、公募 

が不調に終わった原因を精査して、次年度の施策に生かされたい、感染症の増加によ 

り医療費が増加していることから、医療費抑制のためにも予防対策事業により一層力 

を入れられたい、などの意見が出された。 

［結果］賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（２） 議第 56 号 平成 29 年度滋賀県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算  

（第１号） 

［結果］全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（３） 議第 70 号 滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備およ

び運営に関する基準を定める条例案 

［結果］賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（４） 議第 72 号 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

等を定める条例等の一部を改正する条例案 

［結果］賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（５）議第 73 号 滋賀県医療法施行条例の一部を改正する条例案 

［結果］賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

 

【病院事業庁】 

２ 付託案件 

議第 67号 平成 29年度滋賀県病院事業会計補正予算（第３号） 

［結果］賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 
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【商工観光労働部】 

３ 付託案件 

（１） 議第 54号 平成 29年度滋賀県一般会計補正予算（第 10号）のうち商工観光労働部 

所管分について 

委員からは、中小企業振興資金貸付金は、貸付けが少なかったことから減額されて 

   いるが、資金を必要とする企業があることを意識して、必要とされている支援を行わ 

れたい、などの意見が出された。 

［結果］賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（２） 議第 57号 平成 29年度滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

［結果］全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

４ 委員長報告 

委員長に一任された。 

 

  

 

委員会で配付された資料 

１ 平成29年度２月補正予算見積 主な事業概要（健康医療福祉部） 

２ 平成30年２月定例会議 厚生・産業常任委員会条例案資料 

３ 平成29年度２月補正予算見積 主な事業概要（病院事業庁） 

４ 平成29年度２月補正予算見積 主な事業概要（商工観光労働部） 

 


